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。はじめに

2005年 12月 16日 熊本市内飲食店で、生または加熱不十分な鶏肉の摂取によると考えられるカ

ンピロバクター食中毒が発生 した。当該事例では、鳥刺 し (もも肉たたき、むね肉湯引き、ささみ

湯引き、レバー刺 し、砂ず り刺し)カミ提供されていた。

そこで、鶏肉の生食やたたき等の完全に加熱 しない調理方法の安全性について検討するため、生鶏

肉の汚染状況及び湯引き、たたきによるカンピロバクターの菌数の増減について調査を行つたので

報告する。                  )

2.材 料及び方法

1)材 料

当該飲食店に毎日納品されている生鶏肉及び生砂ず り9検 体、さらに同じロットの肉を 「湯引き」

または 「たたき」にしたもの 9検 体を 3回 に分けて検査した。湯引き、たたきの処理は飲食店の

厨房で行つた。

2)検 査法

検査は定量検査と増菌検査を行つた。そのため検査用試料は次のとお りに作製 した。検体 25g

にプレス トン培地 (Oxoid)100 m lを加え、約 30秒 間ス トマッカー処理を行い 5倍 乳剤を作製 した。

5倍 乳剤の 20mlにプレス トン培地 20mlを加えて 10倍平L剤とした。ただし、検体量不足のものは、

検体量にあわせ 5倍 乳剤を作製 し、その後は同じように 10倍乳剤を作製した。

ア)定 量検査

定量検査は直接平板塗末法とMPN(3管法 )で 行った。作製 した 10倍乳剤の 0.lmlを CCDA

培地 (Oxoid)ヤこ滴下し、コンラージ棒で塗抹 し、42℃、48時 間微好気状態で培養を行つた。培

地上の疑わしいコ芭ニーにらぃて常法
1)に

より同定を行つた。

MPN法 は 10倍乳剤 10mlを 3本 の空の滅菌試験管に分注し、同じ10倍乳剤 lml及 び 100倍乳

剤の lmlを 10mlのプレス トン培地が入つた試験管 3本 にそれぞれ接種 した。これらの試験管を

42℃、24時 間微好気状態で培養後、それぞれの試験管からの 1白金耳をCCDA培地に塗抹しさら

に42℃、48時 間培養 した。培地上の疑わしいコロニーについて常法により同定を行い、各段階

希釈でカンピロバクター陽性となつた試験管の本数を最確数表に当てはめ、100g当 たりの MPN

値を求めた。             ‐

イ)増 菌検査

増菌検査は作製 した 5倍 乳剤をそのまま42℃、24時 間微好気培養後、 1白 金耳をCCDA培地に

塗抹 し、さらに42℃、48時 間微好気培養 した。培地上の疑わしいコロニーを3-10コ ロニー

程度釣菌し、常法により同定した。馬尿酸加水分解試験が陽性の株も、3_3dunゴ(以下C.j)とασ冴

(以下 C.c)の 遺伝子による確認
2)3)を

 つ た。
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3 . 結果

調査した生鶏肉6検 体及び生砂ず り3検 体全てからカンピロバクターが検出された。

直接平板塗抹法では、菌の遊走が発生したため菌数の算定はできなかった。MPN法 による菌数では

30MPN/100gか ら4,600MPN/100gであった (表1)。湯引き、たたきなどの加熱後の菌数は、最確数

表に当てはまらなかった 1検体が算定不能だったが、その他は全て 30MPN/100g未 満であった。

表1最 確数法検査結果

3月 4月 6月

生むね肉 孟毎00

生もも 430 230 466101
生秒 ず り 230

むね湯引き(たたき) <30 <30 算定不能
もも湯引き(たたき) <30 <30 <30

砂ずり湯事き <30 <30 <30

(MPN/1008)

増菌培養による菌の検出は、生鶏肉6検 体全てからC.jが、その内 2検 体からC.cが検出された。

生砂ず りからは、3検 体全てからC.jが検出された。加熱後の検体では鶏肉6検 体中4検 体からC.5

が検出され、砂ず り3検 体中 1検体からC,jが検出された (表2)。加熱時に測定された肉の中心温

度は 37℃程度であった。                            '

表2増 菌検査結果

3月 4月 6月

生むね肉     I C.i C.i C.c C.iC.c

生もも C.j C.i C.i

生砂ずり C.i C.j C

むね湯引き(たたき) 陰 性 C.i C.i

もも湯引き(たたき) C.i C.i 陰 昨

砂ずり湯引き   1 陰 性 陰性 C.i

C . 」: D _ j t t u n i
c a c : αθこ冴

4 , 考察

当該店に搬入 される生鶏肉6検 体と生砂ず り3検 体の全てからカンピロバクターが検出され、検

出菌数は 100MPN/100g以上の検体が 9検 体中5検 体あり、 うち2検 体が 1,500及び 4,600MPN/100g

であった。伊藤 ら、人鳴らによる調査では 100～ 1000MPN/100g台以下であると報告
4)5)さ

れている

が、今回の調査では高い値を示した。

加熱後の検体の菌数は、算定不能である 1検体を除いて 30MPN/100g未満であったが、増菌検査では

菌が検出されたことから、all熱により菌数は減少するが、軽度の加熱では菌量 0に ならないことが

わかった。

カンピロバクターの発症菌量は 100個程度といわれているが
6)、

発症は被感染側 (ヒト)の 年齢、

体調などにも左右されるため、「たたき」、「湯引き」のような加熱処理には十分な衛生管理が必要で

あると考えられる。

今回カンピロバクター食中毒の原因施設である飲食店では、レバー刺 しや砂ず り刺 しの提供を中止

している。また、今回の調査で得られた情報は、保健所から各飲食店への注意喚起用資料となった。
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